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作業環境測定結果報告書における押印廃止のお知らせ 
 

今般、厚生労働省労働基準局長より令和 5 年 9 月 28 日付基発 0928 第 3 号が通達され、作業環境測定

結果報告書の様式が一部改正されました。主な変更点として、証明書頁の代表者職氏名、及び作業環境

測定結果の管理を担当する者の氏名の欄から「印」の字が削除され、当該欄への押印が原則廃止となり

ました。 

本通達に基づき、作業環境測定結果報告書を令和 7 年度より下記（証明書頁のみ記載）のとおりに改

訂し、証明書頁から押印を廃止することといたしました。 

何卒ご了承の程よろしくお願い申し上げます。 

謹白 
*********************************** 記 ************************************* 

■変更内容 

・従来、証明書頁には代表者職氏名、及び作業環境測定結果の管理を担当する者の氏名の欄には押印箇所を 

示す「印」の字が設定されていましたが、この度の改正で「印」の字が削除されました。 

 ・事業場記入欄へ第三管理区分に区分された作業場所に関する表記が追加されました。 
 

（記載例：旧）                  （記載例：新） 

          
 

■お問合せ先 株式会社日本総合科学 環境事業部 ＴＥＬ：０８４-９８１-０１８１ ＦＡＸ：０８４-９８１-０１７１   

 

25KB0001 


